
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は じ め に  

2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

古代ローマの建築家、ウィトルウィウス（Marcus Vitruvius Poll

io）は建築の理を次のように表現していますー「建築は firmitas

（強）、utilitas（用）、venustas（美）の理が保たれるように造ら

れるべきである」。 

「用」とは機能性、「強」とは耐久性、「美」とは美しさを表

しますが、この三つの要素は都市づくりにおいても求められるこ

とではないでしょうか。「用、強、美」の三要素が揃い、調和が

とれた都市こそ、真に住みやすく魅力ある都市であり、市民満足

度の高い都市であると言えます。  

戦後の急速な都市化の中で、公共施設の量的な拡大が求められ

たため、機能性や経済性が重視され、「美」の観点が疎かにされ

てきました。今日、人口減少社会を迎え持続可能な都市へ体質改

善が求められており、美しさや潤いを追求した都市づくりにより、

地域独自の魅力や居住環境の向上を図ることが必要であると考

えています。  

我々が造る土木施設や建築施設などの公共施設は50年100年と

その場所で存在し続け、周辺に与える影響は大きなものがありま

す。だから、公共施設が先導的な役割を果たし、良好な景観形成

を進めていかなければなりません。  

公共空間における景観整備は、誰が見ても美しいと感じられる

共通性を持った景観をつくることであり、時代の変化にも色あせ

ない美しさを保ち続ける景観をつくることです。  

このため、その公共施設の設計及び施工を担う我々技術職員が

景観に関する知識と感度を高める必要があり、設計・施工の各場

面で常に「景観について考え工夫する思考スタイル」を身につけ

たいものです。この景観デザイン指針に基づき、まずは実践しま

しょう。  
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 景観デザイン指針は、岡山市景観条例第２０条の規定に基づき策定するものです。 

 同条２１条の規定により、公共事業を実施するときは景観デザイン指針に基づき良好な景観形成

に努めることが義務付けられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１. 景観デザイン指針の位置づけ 

岡山市都市ビジョン 

景観法 岡山市景観基本計画 

公共事業による 

景観形成 

規制誘導による 

景観形成 

市民活動による 

景観形成 

総合的・計画的な景観形成施策 

「岡山市景観条例」「岡山市景観計画」 

公共事業のための「岡山市景観デザイン指針」 

●岡山市景観条例 ～抜粋～ 

（景観デザイン指針の作成） 

第２０条 市長は，公共施設その他公用又は公共の用に供する建築物又は工作物の整備に関する事業（以

下単に「公共事業」という。）における良好な景観形成を図るための指針（以下「景観デザイン指針」

という。）を作成するものとする。 

（景観デザイン指針の遵守等） 

第２１条 市は，自らが行う公共事業について，景観デザイン指針に基づき実施しなければならない。 

２ 市長は，国又は県が岡山市の区域内において行う公共事業について，国又は県に対し，当該公共事

業の実施に際し，景観デザイン指針に配慮するように要請することができる。 

 

景観デザイン指針 

（土木施設編） 

景観デザイン指針 

（建築施設編） 

景観デザイン指針 

（色彩編） 

景観デザイン指針 

（エリア 

デザイン編） 
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公共施設は、景観を構成する様々な要素の中でも、その面的広がりや連続性、規模の大きさ

から景観形成の核や軸となり、都市のイメージを創り上げる上で大きな役割を果たしています。

また公共施設は様々な人から幅広く利用され、長期にわたって存在しうる施設であることから、

整備・維持管理においてはその方針に普遍性が求められます。 

戦前の公共事業では、構造物だけにとらわれることなく、場としてのまとまりや収まりを考

えながら、「用・強・美」を重んじた事業が行われてきました。それは戦前の公共事業体制の

もとでは、計画・設計・施工に至る全ての段階を行政が把握し、一貫した方針のもとに事業を

行うことができたからです。 

しかしながら、戦災によって失われた社会資本の早急な復興事業や高度経済成長の中で、公

共事業はその機能性・経済性・効率性が重視され、景観形成の観点については必ずしも十分な

配慮が行われてきたとは言い難い面がありました。その結果、自然や歴史文化等の周辺景観と

の不調和、事業主体間の連携不足による整備方針の統一性の欠如、同一路線におけるデザイン

や構造の一貫性のなさなどが浮き彫りとなってきました。 

今、少子高齢社会の到来とともに価値観が高度化した成熟社会を迎え、公共事業はその事業

の目的を踏まえたうえで、施設の機能性、安全性はもとより、経済性等にも配慮しつつ、良好

な景観づくりのための先導的な役割を果たすことが重要となってきています。 

こうした経緯を踏まえ、良好な地域景観の形成を先導するとともに、魅力ある景観の保全及

び形成を図ることを目的として、公共事業における景観形成のガイドライン「岡山市景観デザ

イン指針」を策定しました。この景観デザイン指針では、公共事業を進める上での景観形成の

配慮点、景観デザインの考え方・ポイントを事例写真やイラストなどにより分かりやすく示し

ています。 

 

なお、この景観デザイン指針では、景観形成の考え方やポイントを中心に解説することとし、

具体的なデザイン手法については詳しく触れていません。それは、百の現場があれば、百の回

答があるからです。「この場合は、こうだ」と決めてしまえば多様性がなくなり画一性が強く

なります。むしろ「こうやればよい」というよりも、「こうやったらだめ」ということに重き

を置いて解説することにより、具体のデザインについてはそれぞれの設計施工者の創意と工夫

に期待しています。 

 

 

 

 

 

 

２. 景観デザイン指針の目的 
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景観デザイン指針は、地域の景観の先導的な役割を果たす公共施設の整備にあたって、事業

の構想から維持管理に至るまでのプロセスを５段階に分け、各段階に応じた景観配慮事項につ

いて、イメージ図・写真などを用いて解説しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３. 景観デザイン指針の構成と使い方 

 

 

●景観資源調査 

●景観特性の把握 

●景観形成の目標設定 

○区域周辺の景観資源を調査、把握 

（場所性、場の環境の読みとり） 

・自然景観資源の確認 

・歴史・文化的景観資源の確認 

・市街地景観資源の確認 

○保全・活用すべき地域の景観特性 

（５つの原風景：緑／水／農／歴史／都（まち））を

抽出 

○地域一帯の景観形成の目標を設定 

構
想
段
階 

●景観配慮の重要度 

●デザイン方針の設定 

○地域の景観特性や景観形成の目標をもとに、景観配慮

の重要度を判定 

○景観配慮のポイントを押さえ、地区の特性に応じたデ 

 ザイン方針を設定 

○関係機関との連携、方針の統一 

計
画
段
階 

●詳細デザインの決定 

○計画段階で設定したデザイン方針に基づき、周辺景観

と調和のとれた土木施設及び建築施設を具体的に設

計 

○細部まで創意と工夫を凝らす 

設
計
段
階 

●景観情報の共有 

●デザイン方針の継承 

○当初のデザイン方針の継承 

○補修等による不調和、不統一の抑制 

維
持

・
管
理
段
階 

●デザイン方針の一貫 

●現地での確認 

○当初のデザイン方針の遵守 

○現地での色彩調和及び配置等の確認 

施
工
段
階 
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（１）良好な景観（堀繁著「景観からの道づくり」から引用、編集） 

 

景観とは、見ることによって得られる視覚像です。しかし、人は見えているもの、つまり網膜

に映るすべてのものを等しく見ているかというと、そうではありません。 

頭の中で「見たいもの」と「見やすいもの」を選んで見ています。「見たいもの」というのは、

見ることによって理解する手掛かりを与えてくれるもの、「見やすいもの」というのは、程よい

大きさで目に飛び込んでくるものであり、人はこの二つを選んで見ています。 

 

また、景観を考える上で最も根本的なところは、見る場所です。見る場所、見るところを「視

点」といいます。視点がないと景観は成り立ちません。景観というのは、視点から見ることなの

です。景観整備といえば、建物や道路を修景することがまず思い浮かびますが、それに増して視

点を作ることが重要です。 

見ているものが同じでも視点の位置が違うと景観も変わります。そして、景観に対する評価も

全く異なってしまいます。したがって、見せたいものを印象深く見せる場合、どこから見せるか

視点の作りが重要です。 

 

「良好な景観」とは、自分が見たいものが、他のものに邪魔されず、程よい大きさに見えてい

る景観のことです。 

景観というのは見ることで、見ることによって周りを理解します。理解の手掛かりを与えてく

れるものをまず見ます。次に、見やすいものを見ます。それは大きさです。目に飛び込んでくる

大きさで、程よい大きさというものがあります。 

程よい大きさとは、目に入ってくる大きさ「見込角」が１０度から２０度までの範囲のものが

とても見やすいといわれています。これは、腕を伸ばした状態でグーからパーで見える大きさで

す。「グーからパーの原則」といいます。 

他のものに邪魔されずとは、視点から視対象を結ぶ線「視軸線」が阻害されないようにすると

いうことです。街並みでいえば、電線や樹木が邪魔をして通景が見づらいということがあります

が、これなどは電線等により視軸線が阻害されている例です。このように他のものに邪魔されて

いると、人は見たいものに対して欲求不満が起こります。 

 

  
歩道橋や樹木が邪魔になって正面の市役所が見えづらい 邪魔するものがなく、すっきりとした通景が見える 

４. 景観とは 
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（２）景観の意味 

景観とは、見ることによって得られる視覚像だと言いました。工学的に見れば単に目に映る視

覚像に過ぎませんが、人は見ることによってその視覚像を評価しています。視覚像からは、背後

にある地域の自然、歴史、文化とそこに暮らす人々の営みや社会経済活動が垣間見え、また読み

取ることができます。景観には、単なる物の見え方にとどまらず、自然や人々の営みなど多様な

要素が秘められた奥深さがあります。 

つまり、地形、気候、風土などの「地域性」、古から現代まで引き継がれる「歴史性」、人間

の英知が築いた「文化性」などが、自然、建物、街など我々の目に映る姿や形となって外部へ表

出したものが景観であると言えます。 

また、景観は私たちが暮らす地域社会の健康度、文化度、快適度を表す重要な環境尺度でもあ

り、良好な景観は環境調和の象徴と言うことができます。 

良好な景観を保全し、創造することは、その土地特有の地域性、歴史性、文化性を大切にしな

がら、健康で快適な地域社会を築いていこうとすることに他なりません。 

 

例えば京都や神戸など、美しいとか風格があると言われている都市は、いずれの都市も、地域

性、歴史性及び文化性を大切に守り育てており、その結果どこにもない固有の都市景観が生み出

されています。 

景観から、その地域や都市の自然・歴史・文化を知ることができ、また、そこに住む人々の心

の有り様を伺うことができます。 

 

  

 

●図と地 

景観を考える上で必須となるのが、「図」と「地」です。たとえば、紙や黒板に文字を

書くと、我々にはその文字が見えていて、紙や黒板は見えません。このように存在とし

て見えているものを「図」、背景となって形が見えていないものを「地」といいます。 

右図は、図地反転図形で有名なルビンの杯です。黒地（杯

のように見える部分）を図として認識すると、白地は地と

してしか認識されず、一方、白地（二人の横顔のように見

える部分）を図として認識すると、黒地は地としてしか認

識されず、決して二つが同時には見えません。 

閉じている形や背景との明暗のコントラストが「図」に

なりやすい条件です。どのようにデザインすれば目立つ存

在となり、逆に周囲に融け込ますことができるのか考えて

みましょう。 

くれぐれも地（背景）となるべきものが図（主役）に反

転しないように注意しましょう。 

＜ルビンの杯＞ 

   

COLUMN 



 

 6

 

景観とは見ることです。では、人間の目はどのくらいの範囲を一度に見ているのでしょうか。

まずは上下方向におおよそ６０度の範囲です。見ている範囲は上下にそれぞれ３０度ではなく、

人間の視線は少し下へ向いています。特に、歩いているときは足元が気になるので、上に２０度、

下へ４０度ぐらいの割合で見ています。 

 

それでは、人は、一度に見える範囲６０度全体をすべてを等しく見ているかというとそうでは

なく、その中の見やすいものを選んで見ています。 

たとえば山を眺めるとすると、山が目に入ってくる角度を「見込角」といい、見えの大きさの

単位を表しますが、見やすいものの見込角は１０度から２０度の範囲です。つまり、６０度の範

囲でたくさんのものが一度に見えているけれども、非常によく見える範囲は１０度から２０度の

範囲ということです。実は、これは人が意識を集中しやすい範囲なのです。 

 

印象深く見せたいものがあれば、見込角１０度から２０度の範囲の程よい大きさに見えるよう

に、視点を設定することが重要です。 

一方、見込角が６０度を超えると、一度に全貌が見えないということですから、見にくい景観

となりますので、注意しましょう。 

また、人は街中を少し下を向いて歩いているので、建物の高層階よりも一階部分や入り口、道

路の舗装に気をつけるべきです。 

（３）景観の理論（堀繁著「景観からの道づくり」から引用、編集）  

１）見えの大きさと見込角 
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人間が水平方向に一度に見える範囲は、視野角８０度で、視点と視対象を結ぶ線「視軸線」

の両側４０度の範囲です。 

この範囲内に、視対象以外の邪魔なものがあると気になります。邪魔なものが視軸線上にあ

ると、見たいものがはっきりと見ることができません。これを視軸線阻害の状態にあるといい

ます。 

次に、視軸線にかかっていなくても視軸線の両側２０度の範囲に邪魔なものが入ってくると大

変気になります。視軸線の両側２０度の範囲は景観上重大な影響圏にあります。その外側につ

いては、邪魔なものが視野の中にあっても視軸線から遠ければ比較的気にならなくなります。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

２）視軸線の阻害 
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視点から見えている範囲を「視領域」あるいは「被視範囲」といいます。 

道路と街路とでは視領域が全く異なります。街路の場合には、視領域は街路自体と街路に隣

接する沿道の建物の壁であり、街路と建物をコントロールすれば景観を作ることができます。 

一方、道路の場合には、山あり、農地あり、集落ありなど視領域が広いという特徴があり、

道路だけ整備しても景観はコントロールできません。周辺の土地利用計画との連動が必要にな

ります。街路景観と道路景観では、視領域が異なるため、景観整備の方法も変わってきます。 

 

 

  

人は景観の中に見えているものの中から一部分だけを抜き出して見ることができない、つま

り全部が一遍に見えてしまうという特性を「視対象の統合性」といいます。 

街並みにいろいろ雑然としたものがたくさんある中では、雑然としたものがあっても、気に

なりません。人は、一つのものだけ、電柱なら電柱だけを取り出してみるということはしませ

ん。全体を見ているのです。 

一方、美しい街並みの中に、けばけばしい看板や電柱・電線があれば違和感を覚えます。こ

れは視対象の統合性の原則からいってミスマッチが起こっているからです。一緒に見える看板

などの印象に引きずられて、街並みの評価も下がってしまいます。 

 したがって景観とは、視対象を中心とする全体の見え方であり、視対象だけを取り出して景

観の良し悪しを評価するということは、景観上重要ではありません。 

 

 

  

看板や放置自転車のため、街並みが雑然と見える。 立ち上がり（この場合、手摺）があるため、眺めが阻害

されている。 

 

 

 

 

 

 

３）視領域 

４）視対象の統合性 
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（４）景観整備に対する七つの誤解  

  

 

景観は好みやセンスの問題ではありません。よい景観には大多数の者の共感を得る共通点

があります。それは、見たいものが他のものに邪魔されず、程よい大きさに見えていること

です。 

景観は、科学的に分析し、理論で説明することができます。皆に共通する普遍的な価値（大

きな集団に共通する価値観）を探し出し、その価値に基づき、多くの人たちにいつまでも愛

され続ける景観を形成しましょう。 

もう少し平たく言うと、景観に対する感じ方や考えは十人十色という人もいますが、確

かに景観は社会科学であり、答えは一つとは限りません。いろんな考えがあります。その

中でも、多数の人たちに支持される考えがあるはずです。それを見つけ出し、整備に活か

すことで、良い景観が生まれます。 

 

 

景観とは、施設に求められる機能性や耐久性に加えて余分なことをするのだからから余計に

金がかかると思っていませんか。景観はわざわざ金をかけて着飾ることや化粧をすることでは

決してありません。 

機能性や耐久性だって必要以上の水準を求めれば、当然金がかかります。しかし、それはオ

ーバースペックと言って無駄なことなのです。 

景観も費用をかけたからといって魅力が上がるものではありません。景観整備とは、場所

の特徴（地形、自然、歴史、文化、街並みなど）を読み込んで、その場に調和したもの、そ

の場にふさわしいものを作ることです。 

景観の理論に基づき、設計施工者の創意と工夫次第で、金をかけなくても魅力的な景観を

創ることができます。 

金をかけずに良いものを作ることは、技術者として腕の見せどころです。 

 

 

景観整備は、都心や観光地などに限って行うものではありません。市民は誰しも美しい景

観に囲まれて暮らしたいと願っているはずです。 

景観は、地域の自然、歴史、文化、生活などが表象化され、形となって現れたものです。

地域には様々な景観が広がっており、地域資源の一つです。 

岡山市民すべての生活の質（QOL)を高める上で、居住地域、観光地、産業地域、自然地

域などあらゆる地域で良い景観を形成する必要があります。 

特に土木施設は、いかなる場所でも大地への傷をできる限り少なくする努力が求められま

す。 

（誤解１）景観に対する価値感は人それぞれだ 

（誤解２）景観整備には金がかかる 

（誤解３）特別の地域でやるものだ 
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倉敷では歴史的な街並みを保存することにより、年間 340 万人もの観光客を呼び込み、

大きな観光収入を得ています。このような景観を「経済的な価値を生む景観」といいます。 

一方、市民の生活空間においても、歴史や文化を活かした景観まちづくりを行うことに

より、地域の魅力が高まり、資産価値の向上にもつながります。このような景観は、「生

活の中に生きられる景観」といいます。 

良好な都市景観の形成によって、都市イメージを向上させ、選ばれる都市になりたいも

のです。 

 

 

 

特別なことをする必要はありません。舗装に絵を描くことや擬似モニュメントを設置する

ことなどは、絶対にしてはいけません。 

景観整備とは、場所の特徴（地形、自然、歴史、文化、街並みなど）を読み込んで、その

場に調和したものを作ることです。景観を阻害している邪魔者（電柱や看板など）を取り除

くだけでも大きな効果が得られます。 

 

 

 

安全が最優先であることに間違ありませんが、安全であれば景観が悪くても仕方がないと

いう考えには賛成できません。安全と景観の両立を求めたいものです。 

不特定多数の人が利用する公共施設には、機能性や耐久性と同じように景観性も備えていな

ければなりません。 

景観について何も考えないでやっているというのが、一番まずい状態ですので、常に景観

のことを考えながら設計施工するよう心がけましょう。 

 

 

  

国土や空間を相手に仕事を進めている以上、いつでもどこでも景観について配慮すること

が必要です。それは土木や建築の技術者であれば当然身につけておかなければならない技術

（工学）あり、決して専門的知識がないとできないことではありません。 

要は考え方であり、景観設計の基本原則を踏まえて創意と工夫を凝らせばすばらしいもの

ができます。 

 

 

  

（誤解４）景観では飯は食えない 

（誤解５）何か特別のことをしなければならない 

（誤解６）景観よりも安全が最優先である 

（誤解７）デザインセンスが必要だ 
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（５）景観整備の七つのポイント 

 

  

景観とは個々の見え方ではなく、個々のものが集合した全体の見え方を指します。個々の

もの各々がよければ、必然と全体がよく見えます。逆に一つでも異質なものがあると全体の

見え方が崩れてしまいます。 

また、個々の建物等のデザインは良くても、それぞれが個性を競い合っていては、良好な

景観は生まれません。（これを「合成の誤謬」といいます）だから、一定の秩序と節度が必

要なのです。 

 

 

構造物を造ろうとしている周辺の地形や環境あるいは地域の個性（歴史や文化など）を把

握します。場の置かれている状況や雰囲気を知り、それに馴染ませ調和させる努力が必要で

す。 

 

 

規模の大きな土木構造物や建築物は、時にはランドマークとなりますが、多くは主役（図）

を引き立てる脇役（背景）を演じることが大切です。 

主役となるのは街を歩く人々、緑や花、人々の目を楽しませる店舗のディスプレイなどで

す。道路や建築物が各々主役をやっていては良好な景観は形成されません。 

 

 

 

景観とは、単に化粧をしたり、偽物で覆い隠したりすることではありません。それはいつ

か、時の経過とともに飽きられてしまいます。本物には、いつの時代にも変わらぬ美しさが

あり、また、時とともに美しさを増す「エイジングの美」もあります。本物志向にこだわり

ましょう。 

 

 

  

橋梁の色彩、建物の色彩は、形以上に景観に大きな影響を与えます。以上のことを考慮す

ればするほど、どんな色使いがいいのか迷ってしまいます。そのようなときは低彩度を用い

ましょう。周辺環境に馴染んだいい物が出来上がります。 

 

（ポイント１）景観とは全体の見え方 

（ポイント２）場所性を読みとる 

（ポイント３）脇役を演じる 

（ポイント４）本物志向に徹する 

（ポイント５）迷ったら低彩度 
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市内には長年使い続けられている水門・樋門、橋梁、石積護岸、町家など歴史的遺産が数

多く存在します。これらの施設は、その当時の技術の粋を凝らし、また地場の材料を用いて

作られた本物であり、現在でも変わらぬ輝きを放っています。 

壊すと二度と元には戻りません。そして、その時点で歴史は途絶えてしまいます。また、

似せて新たに作ったものは歴史ではありません。 

文化財としての位置づけはなくとも歴史を語る施設は、可能な限り保存・修復して活用し

ましょう。 

 

 

 

公共空間における景観整備は、誰が見ても美しいと感じられる共通性を持った景観をつく

ることであり、また時代の変化にも色あせない美しさを保ち続ける景観をつくることです。 

普遍的な美しい景観をつくるために、景観の専門家、景観アドバイザー、地域の人々、職

場の同僚など多数の意見を参考にしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ポイント６）古いものは残す 

（ポイント７）いろんな声を参考にする 
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（６）岡山らしい景観の創造 

岡山市においては、固有の自然や風土そして長い時間をかけて積み上げられた人々の営みによ

って、数多くのすばらしい景観「原風景」が形成され、受け継がれてきました。これまでに創り

上げられた「原風景」に磨きをかけ、新たなる時代に対応した魅力ある景観を創造することが必

要です。 

このため、景観計画における景観づくりの目標「おかやまの原風景を活かした景観の創生」に

向けて、岡山の歴史・文化・人を育んできた多様な自然や風土に着目しながら景観形成を進める

ことにより、岡山固有の景観を創造します。 

岡山の特徴である「緑」、「水」、「農」、「歴史」、「都」に配慮しながら、それらを景観構成要素

として取り込み、また視対象として際立たせることにより、自然と岡山らしさが醸し出されるも

のと考えています。（詳しくは「緑、水、農、歴史、都」を活かした岡山らしい景観形成ガイド

ライン（平成 27 年度作成）を参照のこと） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡山の歴史・文化・人を育んできた多様な自然や風土に着目しながら、いつまでも心に残

る「おかやまの原風景」を守り、育て、再生し、五感に訴える美しい岡山固有の景観を創造

します。 

※原風景とは・・・おかやまの風土（地形、歴史、文化等）に育まれ、長い時間をかけて形

成された五感に響く心地よい風景であり、岡山市民が愛着と親しみをも

って未来へ引継ぎたいと願う岡山固有の風景です。特に都（まち）の原

風景とは、多世代の営みの中で創られた活気に満ちた空間であり、風景

の重要な要素です。 

※活かすとは・・ 魅力ある景観づくりにおいて、おかやまの特徴ある５つの原風景の要素

を巧みに取り入れることです。 

※創生とは・・・ これまで先人によって創り出され育てられた景観を受け継ぎつつ、未来

への贈物として今の時代にふさわしい魅力ある景観を創り出していく

こと（創生）が、岡山市民に課せられた役割であるという認識から、未

来に向けた取組み姿勢を「創生」というキーワードで示しています。 

 

緑 の 

原風景 

水 の 

原風景 

農 の 

原風景 

歴史の 

原風景 

都(まち）の 

原風景 

活気と風格

のある都の

たたずまい

を創り、育

てる 

暮らしに根

づく歴史の

景観を活か

す 

農の景観を

再評価し、

自然との調

和を図る 

 

命を育む水

の景観を大

切にする 

景観の骨格

となる地形

を尊重する 

【景観づくりの目標】 

「おかやまの原風景を活かした景観の創生」 


